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☎問い合わせ☎
　選挙に関する疑問や質問
は、鞍手町選挙管理委員会
☎４２局２１１１番（内
線238）まで

◉投票できる人
平成10年７月11日までに生まれた人で、平成28年３月21日以前から引き
続き鞍手町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている人

◉投票場所
選挙管理委員会から郵送する入場券に書いてあります

◉持ってくるもの
選挙管理委員会から郵送する入場券（はがき）
▶なくした人や選挙当日に忘れた人は…運転免許証や保険証など本人確認ができるものが
あれば投票できます。投票所で係員に申し出てください

◉投票方法
投票には、選挙区選挙と比例代表選挙の２種類があります。
●選挙区選挙　投票したいと思う候補者の氏名を１人だけ書いてください
●比例代表選挙　投票したいと思う候補者の氏名を１人だけ、または

4 4 4

政党の名前
を１つだけ書いてください

▶身体に障がいがある人は…障がいで字を書くことができない人は「代理投票」、視覚障が
いのある人は「点字投票」ができます。希望する人は投票所で係員に申し出てください
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投票日 ７月10日 （日）
投票時間は午前７時から午後８時まで

◉期日前投票
●とき　６月23日（木）から７月９日（土）まで
　　　　時間は午前８時30分から午後８時まで
●ところ　鞍手町選挙管理委員会事務室（役場玄関に向かって右側）
●必要なもの　入場券または本人確認ができるもの（運転免許証や保険証など）

◉不在者投票
●指定された病院や施設に入院・入所している人　入院・入所している病院や施
設で不在者投票ができます。事前に病院や施設の職員にお尋ねください

●身体に重い障がいがある人　身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けてい
る人、介護保険被保険者証の要介護５及び免疫障がいの程度が１級から３級に
当たる人は、自宅で「郵送等による不在者投票」ができます。事前に「郵便等
投票証明書」の交付を受け、投票日の４日前までに投票用紙を請求してください。
なお、投票用紙に自分で記載ができない人は、事前に手続きをすれば代理記載
人に記載してもらうことができます

●長期の出張や旅行の人　事前に投票用紙を請求しておけば、滞在している市区
町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます

選挙当日に投票所で投票ができない人は…
仕事や旅行などで投票日に投票ができない人は期日前投票ができます。
また、病院や施設に入院・入所している人、身体に重い障がいがある人、長期
の出張や旅行で不在の人で投票日に投票できない人は、不在者投票ができます。
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◎投票が終わり次第、乗車した場所までお送りします

投票日に、無料のマイクロバスを
運行します

選挙権年齢が「満18歳以上」に
引き下げられます

　乗車場所・時刻は次のとおりです。各方面で、午前・午後に１便ずつ運行します。
　●対象地域　投票所から直線距離1.5kmを超える地域

猪倉・さんみ駐車場

上木月・旧農業倉庫前

神崎・三叉路防火水槽

古門西山（円覚寺前） 中山口バス停（西鉄）

古門栄町バス停　　　 不動院バス停（西鉄）

古門栄町・元能間店前 立林バス停（西鉄）

中央公民館

京ノ上団地入口

古月小学校

味良ラーメン前

室木小学校

室木筑前中畑バス停　　　
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9:04 8:04

9:09 8:06

9:13 8:08

13:00 11:00 16:0014:00 13:00

14:04 13:04

14:09 13:06

14:13 13:08

13:06 11:05 16:058:06
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猪倉方面 神崎方面 室木方面中山本村方面

長谷観音駐車場

長家（もやいタクシーのりば）

北浦・元八尋工務店前

長谷下（もやいタクシーのりば） 七ヶ谷バス停（西鉄）

六反田・川端店横

旧白橋医院裏 新延小学校バス停（西鉄）

永谷・真教寺下駐車場

総合福祉センター保健棟

新北バス停（西鉄）

椿手（もやいタクシーのりば）
9:00
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14:00 11:00 16:0015:0010:00 15:0010:00

八尋幸ノ浦集会所 新北亀の甲集会所
15:03 16:0510:03 11:0514:03 15:0410:04

県営八尋団地入口
15:0510:05 15:0710:07

14:09 15:1010:10

14:06 11:10 16:109:06

長谷方面 八尋方面 新北方面永谷方面

投票に行こう!!

18歳選挙（総務省）
http://www.soumu.go.jp/18senkyo/

将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治へ取り入れるため、昨年６月に公
職選挙法の一部が改正されました。
これにより、今回の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が20歳以上から18
歳以上に引き下げられ、18歳以上の人が選挙に参加できることとなりました。
選挙は、税金・環境・年金・子育て・学校のことなど、生活しやすい社会を作るために、
自分の意思を政治に反映させるためのものです。１人でも多くの人の意見を反映さ
せるために、選挙で投票することが大切です。


